
 

安全協定上の異常事象に該当しない軽微な事象 

 

美浜発電所２号機 原子炉容器胴部側面から底部にかけての流れ痕の確認に

 

 １．概要 

美浜２号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力 50万ｋＷ）は、平成 17年１月９日

回定期検査を実施しているが、国内外 PWR プラントにおいて、600 系ニッケル基

た 1次冷却材系統溶接部で応力腐食割れが発生した事象を受けて、原子炉容器底

装筒管台溶接部の外観目視検査を行うため、原子炉容器底部の保温材を取り外し

ろ、１月14日、原子炉容器の胴部側面から底部にかけて複数の流れ痕を確認した

なお、本事象による周辺環境への影響はない。 

 

 

２．原因調査結果 

 

［外観目視点検］ 

・原子炉容器胴部側面について、原子炉容器底部から原子炉容器保温材、遮へ

ートおよび原子炉容器の隙間に CCD カメラを挿入し、可能な範囲で点検を行

保温材の外側面、内側面、および原子炉容器胴部下方側面に、底部と同様の

認した。 

・原子炉容器上部フランジ付近についても、原子炉容器保温材と遮へい用コン

隙間に CCDカメラを挿入して点検を行った結果、遮へい用コンクリートの側

等を確認した。 

・なお、原子炉容器上部ふたには、同様の漏えい痕は確認されなかった。 

［流れ痕（付着物）の成分分析］ 

・放射能分析の結果、運転中の 1 次冷却材中に含まれる最も放射能濃度の高い

減期 71日）は検出されず、今サイクル運転中の漏えいではないことを確認し

・化学分析の結果、付着物はホウ酸であることを確認した。 

［過去の点検記録の調査］ 

・ 過去の定期検査時におけるキャビティシールの漏えい試験（空気圧による

を確認したところ、初回定期検査（昭和 48 年）の記録はなく、第２回（昭

第３回（昭和51年）定期検査では、漏えい試験で微小な漏えいが検出され

お、第３回定期検査においてキャビティシールのパッキンをシール性の向

型のものに取り替え、漏えい試験で漏えいのないことが確認されている。 

・ 第４回定期検査以降は、キャビティシールの漏えい試験で漏えいのないこ

れている。 

 

以上のことから、流れ痕は、過去の第１回定期検査（昭和 48 年）または第

査（昭和 50 年）において、燃料取り替え時にキャビティに水を張った際、キ

ールリング部から水（ホウ酸水）がわずかに浸入し、原子炉容器の遮へい用コ

と原子炉容器保温材の間に流れ、保温材の隙間から内部に侵入し、原子炉容器

たものと推定された。 

 

３．対策 

原子炉容器底部の流れ痕については可能な範囲で洗浄し、除去することとした
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美浜発電所２号機　原子炉容器下部における流れ痕の確認について
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